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監 査 意 見

私 は 、 私 立 学 校 振 興 助 成 法 第 14条 第 3項 の 規 定 に基 づ く監 査 報 告 を 行 う

た め 、平 成 28年 6月 3日 付 け鳥 取 県 告 示 第 399号 に基 づ き 、学 校 法 人 米 子

西 部 学 園 の令 和 4年 度 (令 和 4年 4月 1日 か ら令 和 5年 3月 31日 ま で )の
計 算 書 類 、 す な わ ち 、 資 金 収 支 計 算 書 (人 件 費 支 出 内 訳 表 を含 む 。 ),事 業

活 動 収 支 計 算 書 、 貸 借 対 照 表 (固 定 資 産 明 細 表 、 借 入 金 明 細 表 及 び 基 本 金 明

組 表 を含 む 。 )、 重 要 な 会 計 方 針 及 び そ の 他 の 注 記 に つ い て 監 査 を行 っ た 。

私 は 、 上 記 の 計 算 書 類 が 、 学 校 法 人 会 計 基 準 (昭 和 46年 文 部 省 令 第 18

号 )に 準 拠 して 、 学 校 法 人 米 子 西 部 学 園 の 令 和 5年 3月 31日 を も っ て 終 了

す る 会 計 年 度 の 経 営 の 状 況 及 び 同 日現 在 の 財 政 状 態 を 全 て の 重 要 な 点 に お

い て 適 正 に表 示 して い る も の と認 め る 。

監 査 意 見 の根 拠

私 は 、我 が 国 に お い て 一 般 に公 正 妥 当 と認 め られ る監 査 の 基 準 に準 拠 して

監 査 を行 っ た 。監 査 の 基 準 にお け る私 の 責 任 は「計 算 書 類 の 監 査 に お け る 監

査 人 の 責 任 」 に記 載 され て い る。私 は 、我 が 国 に お け る 職 業 倫 理 に 関 す る 規

定 に従 っ て 、学 校 法 人 か ら独 立 して お り、ま た 、監 査 人 と して の そ の 他 の 倫

理 上 の 責 任 を果 た して い る 。私 は 、意 見 表 明 の 基 礎 とな る十 分 か つ 適 切 な 監

査 証 拠 を 入 手 した と判 断 して い る 。

計 算 書 類 に対 す る 理 事 者 及 び 監 事 の 責 任

理 事 者 の 責 任 は 、学 校 法 人 会 計 基 準 (昭 和 46年 文 部 省 令 第 18号 )に 準 拠 し

て 計 算 書 類 を作 成 し適 正 に表 示 す る こ と に あ る 。これ に は 、不 正 又 は 誤 謬 に

よ る 重 要 な 虚 偽 表 示 の な い 計 算 書 類 を 作 成 し適 正 に 表 示 す る た め に 理 事 者

が 必 要 と判 断 した 内 部 統 制 を整 備 及 び 運 用 す る こ とが 含 ま れ る 。

計 算 書 類 を作 成 す る に 当 た り、理 事 者 は 、継 続 法 人 の 前 提 に 基 づ き 計 算 書

類 を 作 成 す る こ とが 適 切 で あ る か ど うか を 評 価 し、継 続 法 人 に 関 す る 事 項 を

記 載 す る必 要 が あ る と判 断 した 場 合 に は 、 当 該 事 項 を記 載 す る 。

監 事 の 責 任 は 、学 校 法 人 の財 務 報 告 プ ロセ ス の 整 備 及 び 運 用 に お け る 理 事

の 業 務 執 行 の状 況 を監 視 す る こ と に あ る 。

計 算 書 類 の 監 査 に お け る監 査 人 の 責 任

監 査 人 の 責 任 は 、監 査 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づ い て 、全 体 と して の 計 算 書

類 に 不 正 又 は 誤 謬 に よ る 重 要 な 虚 偽 表 示 が な い か ど う か に つ い て 合 理 的 な

保 証 を得 て 、監 査 報 告 書 にお いて 独 立 の 立 場 か ら計 算 書 類 に 対 す る 意 見 を 表

明 す る こ と に あ る
.。
虚 偽 表 示 は 、不 正 又 は 誤 謬 に よ り発 生 す る 可 能 性 が あヽ り、

個 別 に 又 は集 計 す る と、計 算 書 類 の 利 用 者 の 意 思 決 定 に影 響 を 与 え る と合 理
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三,:こ 見 込 まれ る 場 合 に 、 重 要 性 が あ る と判 断 され る。

監 査 人 は 、我 が 国 に お い て 一 般 に 公 正 妥 当 と認 め られ る監 査 の基 準 に従 っ

て 、監 査 の 過 程 を 通 じて 、職 業 的 専 門 家 と して の 判 断 を行 い 、職 業 的 懐 疑 心

を 保 持 して 以 下 を 実 施 す る c

・ 不 正 又 は 誤 謬 に よ る 重 要 な 虚 偽 表 示 リス ク を 識 別 し、 評 価 す る。 ま た 、

重 要 な 虚 偽 表 示 リス ク に 対 応 した 監 査 手 続 を 立 案 し、実 施 す る 。監 査 手 続 の

選 択 及 び 適 用 は 監 査 人 の 判 断 に よ る 。さ ら に 意 見 表 明 の基 礎 とな る十 分 か つ

適 切 な 監 査 証 拠 を入 手 す る 。

・計 算 書 類 の 監 査 の 目的 は 、内 部 統 制 の 有 効 性 に つ い て 意 見 表 明 す る た め

の も の で は な い が 、監 査 人 は リス ク 評 価 の 実 施 に 際 して 、状 況 に応 じた 適 切

な 監 査 手 続 を 立 案 す る た め に 、 監 査 に 関 連 す る 内 部 統 制 を検 討 す る。
。理 事 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 び そ の 適 用 方 法 の 適 切 性 並 び に理 事 者 に よ

っ て 行 わ れ た 会 計 上 の 見 積 りの 合 理 性 及 び 関 連 す る 注 記 事 項 の 妥 当 性 を 評

価 す る 。
。理 事 者 が 継 続 法 人 を 前 提 と して 計 算 書 類 を作 成 す る こ とが 適 切 で あ る か

ど うか 、ま た 、入 手 した 監 査 証 拠 に基 づ き 、継 続 法 人 の 前 提 に 重 要 な 疑 義 を

生 じ さ せ る よ う な 事 象 又 は 状 況 に 関 して 重 要 な 不 確 実 性 が 認 め られ る か ど

うか 結 論 付 け る 。継 続 法 人 の 前 提 に 関 す る 注 記 が 付 さ れ て い る 場 合 は 、監 査

報 告 書 に お い て 計 算 書 類 の 注 記 事 項 に注 意 を 喚 起 す る こ と、又 は 重 要 な 不 確

実 性 に 関 す る 計 算 書 類 の 注 記 事 項 が 適 切 で な い場 合 は 、計 算 書 類 に対 して 除

外 事 項 付 意 見 を 表 明 す る こ とが 求 め られ て い る 。監 査 人 の 結 論 は 、監 査 報 告

書 日 ま で に 入 手 した 監 査 証 拠 に基 づ い て い る が 、 将 来 の 事 象 や 状 況 に よ り、

学 校 法 人 は 継 続 法 人 と して 存 続 で き な くな る 可 能 性 が あ る 。

・ 計 算 書 類 の 表 示 及 び 注 記 事 項 が 、 学 校 法 人 会 計 基 準 (昭 和 46年 文 部 省

令 第 18号 )に 準 拠 して い る か ど うか と と も に 、 関 連 す る 注 記 事 項 を含 め た

計 算 書 類 の 表 示 、構 成 及 び 内容 並 び に 計 算 書 類 が 基 礎 とな る 取 引や 会 計 事 象

を適 正 に 表 示 して い る か ど うか を評 価 す る 。

監 査 人 は 監 事 に対 して 、計 画 した 監 査 の 範 囲 とそ の実 施 時 期 、監 査 の 実 施

過 程 で 識 別 した 内 部 統 制 の 重 要 な 不 備 を 含 む 監 査 上 の 重 要 な 発 見 事 項 及 び

監 査 の 基 準 で 求 め られ て い るそ の 他 の 事 項 に つ い て 報 告 を 行 う。

利 害 関 係

学 校 法 人 と私 と の 間 に は 、公 認 会 計士 法 の 規 定 に よ り記 載 す べ き 利 害 関 係

は な い 。

以  上


